
県営富山中央駐車場現行の回数券の利用終了と払い戻しのお知らせ 

 

                        県営富山中央駐車場指定管理者 

                        株式会社ホクタテ FM 事業本部 

                        TEL：076-421-0400 

                        FAX：076-421-8349 

 

平素より当駐車場をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

このたび、精算機の更新に伴い、現在販売している駐車場回数券は令和 8 年 3 月 27 日（金）

正午以降ご使用いただけなくなります。このため、お手元の回数券については、以下のとおり

払い戻しを行います。 

なお、精算機更新後は、新しい回数券を取り扱うこととしております。詳細は、別途お知ら

せいたします。 

 

■ 回数券の利用終了日（予定） 

令和 8 年 3 月 27 日（金）正午まで 

上記日付以降、現行の回数券は使用できなくなります。 

 

■ 回数券の払い戻しについて 

払い戻しを希望される場合は、以下の書類をご提出・ご郵送ください。 

1. 未使用の回数券 

2. 料金還付請求書（所定の様式） 

※様式は管理事務所で配布します。また、富山県営駐車場 HP からもダウンロードできます。 

 【URL】https://toyama-parking.com/index.html 

払い戻し金額：還付請求書に記載の算出基礎による 

払い戻し期間：令和８年 1 月 13 日（火）～3 月 31 日（火）まで 

 ※３月 31 日以降も払い戻しの対応は行いますが、管理事務所は閉鎖されますことから、で

きるだけ上記の期間で払い戻しを行っていただきますようお願いします。 

 

■ 還付請求書受付窓口 

県営富山中央駐車場 管理事務所（〒930-0005 富山県富山市新桜町 6-4） 

 受付時間：８時～20 時 

 電話番号：076-444-8451 FAX：076-444-8453 

 

 



■ 払い戻しの時期について 

お手続き完了後、約１か月程度でご指定の金融機関口座にお振込みいたします。 

（参考）支払時期の目安 

＜請求日＞令和８年 2 月 2 日（金）まで ➡ ＜支払日＞令和 8 年 3 月末頃 

＜請求日＞令和 8 年 3 月 31 日（火）まで ➡ ＜支払日＞令和 8 年 4 月末頃 

■ ご注意 

 利用終了日以降は、回数券は払戻しのみ可能となり、精算機では使用できません。 

 手続きは混雑が予想されますので、早めのご対応をお願いいたします。 

 回数券を新規で購入される際は 3/27 正午までにご使用ください。 



枚数 返還額 枚数 返還額

1枚 300 7枚 2,100

2枚 600 8枚 2,400

3枚 900 9枚 2,700

4枚 1,200 10枚 3,000

5枚 1,500 11枚 3,300

6枚 1,800 ※１２枚以上の返還額は、

１１枚＋それぞれの枚数

にて計算します。

料金還付請求書《回数券還付用》 

 

富山県営駐車場管理規程第７条第２項による還付金 

名  称 回数券 

返還枚数 枚 

算出基礎 

 

返還金額 円 

 
上記金額を請求します。 

 
  令和  年  月  日 

 
富山県知事 殿 

 
                請求者 

                 住所                  

                 氏名                   

                 電話番号 （   ）   －            

 

   振込先               銀行               支店   

 
                         フリガナ 

   口座番号   普・当        口座名義                      


